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フェリス女学院大学多文化・共生コミュニケーション学会会則 
第一 条 本会は、フェリス女学院大学多文化・共生コミュニケーション学会と称する。 

第二 条 本会の事務所は、横浜市泉区緑園四―五―三 フェリス女学院大学文学部共同研究室内に置く。 

第三 条 本会は、多文化理解・共生コミュニケーション・表現とメディア等に関わる研究とその普及に努め、

あわせて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

第四 条 本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 

  （一）研究発表会 

  （ニ）公開講演会 

  （三）機関誌『多文化・共生コミュニケーション学論叢』その他の刊行。 

第五 条 本会は、次の会員を以って構成する。 

  （一）普通会員 本学コミュニケーション学科の学生。及び卒業・修了生で希望する者、本会の事業に賛

助する関係者。 

  （ニ）維持会員 本学教授、准教授、講師、及び副手。 

  （三）名誉会員 本学会が特別に定めた者。 

第六 条 本会は、次の役員を置いて、会を組織する。 

  （一）会長 コミュニケーション学科主任を当て、本会を代表し会務を統轄する。 

  （ニ）役員会代表 役員より選出し、会長を補佐すると共に役員会を主宰する。 

  （三）役員 普通会員より選出し、本会の事業の計画・遂行並びに実務に当たる。 

  （四）編集担当 維持会員より若干名を当て、『多文化・共生コミュニケーション学論叢』の原稿審査、

編集に当たる。 

  （五）会計担当 維持会員より若干名を当て、会計を処理するとともに、役員会を補佐し助言する。 

  （六）会計監査 維持会員より若干名を当て、会計を監査する。 

第七 条 総会は、原則、年一回六月に開催する。 

  （一）会長は、七日前までに日時・場所・議題を公示する。 

  （ニ）会員の三分の一以上の出席（委任状を含む）を以って成立し、出席者の過半数を以って議案の可決

とする。 

第八 条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をこれに当てる。 

第九 条 本会の会費は、次のごとくとする。 

（一）普通会員 年額二五○○円 

（二）維持会員 年額五○○○円 

（三）名誉会員 免除 

   ただし、維持会員のうち副手は会費納付を免除される。 

第十 条 本会会員は、本会に於ける研究並びに発表の場に参与し、機関誌その他の刊行物の配布を受ける。 

第十一条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。 

第十二条 会則の改正は、総会の議を経て、これを行うものとする。 

附 則  この会則は、二○○六年六月一四日から施行する。 
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